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令和元(2019)年
６月11日(火)
第11号

令和元（2019）年６月11日　火曜日

告 示
栃木県告示第84号
　当せん金付証票を次のとおり発売するので、当せん金付証票法（昭和23年法律第144号）第７条第１項の規
定により告示する。
　　令和元（2019）年６月11日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
Ⅰ
１　名称
第405回地域医療等振興自治宝くじ

２　受託銀行等の名称及び所在地
株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町１丁目５番５号

３　発売の数及び総額
1,000万枚　10億円

４　証票金額
１枚　100円

５　証票型式
開封式

６　発売期間
令和元（2019）年７月10日（水）から同月30日（火）まで

７　抽せん期日
令和元（2019）年８月２日（金）

８　当せん金品の支払又は交付の開始期日
令和元（2019）年８月７日（水）

９　当せん金品の金額又は種類及び当せんの数
等 級 当せん金 当せん本数
１ 等 1,000万円 ３本
１等の前後賞 250万円 ６本
１等の組違い賞 10万円 297本
２ 等 10万円 100本
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３ 等 ３万円 1,000本
４ 等 5,000円 20,000本
５ 等 1,000円 100,000本
６ 等 100円 1,000,000本

計   1,121,406本
10　その他
⑴　発売者若しくは受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれら
の者の相続人その他の一般承継人以外の者は、当せん金品を受領することができない。
⑵　証票は、転売することができない。

Ⅱ
１　名称
第406回地域医療等振興自治宝くじ

２　受託銀行等の名称及び所在地
株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町１丁目５番５号

３　発売の数及び総額
1,250万枚　25億円

４　証票金額
１枚　200円

５　証票型式
被封式（スクラッチ）

６　発売期間
令和元（2019）年８月３日（土）から同月20日（火）まで

７　当せん金品の支払又は交付の開始期日
令和元（2019）年８月３日（土）

８　当せん金品の金額又は種類及び当せんの数
等 級 当せん金 当せん本数
１ 等 300万円 25本
２ 等 ５万円 100本
３ 等 ３万円 1,500本
４ 等 １万円 50,000本
５ 等 1,000円 250,000本
６ 等 200円 1,250,000本

計   1,551,625本
９　その他
⑴　発売者若しくは受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれら
の者の相続人その他の一般承継人以外の者は、当せん金品を受領することができない。
⑵　証票は、転売することができない。

Ⅲ
１　名称
第407回地域医療等振興自治宝くじ

２　受託銀行等の名称及び所在地
株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町１丁目５番５号

３　発売の数及び総額
1,500万枚　30億円

４　証票金額
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１枚　200円
５　証票型式
開封式

６　発売期間
令和元（2019）年８月３日（土）から同月20日（火）まで

７　抽せん期日
令和元（2019）年８月23日（金）

８　当せん金品の支払又は交付の開始期日
令和元（2019）年８月28日（水）

９　当せん金品の金額又は種類及び当せんの数
等 級 当せん金 当せん本数
１ 等 3,000万円 ２本
１等の前後賞 1,000万円 ４本
１等の組違い賞 10万円 298本
２ 等 50万円 300本
３ 等 ５万円 3,000本
４ 等 １万円 30,000本
５ 等 1,000円 300,000本
６ 等 200円 1,500,000本

計   1,833,604本
10　その他
⑴　発売者若しくは受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれら
の者の相続人その他の一般承継人以外の者は、当せん金品を受領することができない。
⑵　証票は、転売することができない。

Ⅳ
１　名称
第408回地域医療等振興自治宝くじ

２　受託銀行等の名称及び所在地
株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町１丁目５番５号

３　発売の数及び総額
1,000万枚　20億円

４　証票金額
１枚　200円

５　証票型式
被封式（スクラッチ）

６　発売期間
令和元（2019）年10月９日（水）から同月22日（火）まで

７　当せん金品の支払又は交付の開始期日
令和元（2019）年10月９日（水）

８　当せん金品の金額又は種類及び当せんの数
等 級 当せん金 当せん本数
１ 等 50万円 20本
２ 等 10万円 100本
３ 等 １万円 8,000本
４ 等 2,000円 100,000本
５ 等 1,000円 400,000本
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６ 等 200円 1,000,000本
計   1,508,120本

９　その他
⑴　発売者若しくは受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれら
の者の相続人その他の一般承継人以外の者は、当せん金品を受領することができない。
⑵　証票は、転売することができない。

Ⅴ
１　名称
第409回地域医療等振興自治宝くじ

２　受託銀行等の名称及び所在地
株式会社みずほ銀行
東京都千代田区大手町１丁目５番５号

３　発売の数及び総額
1,000万枚　20億円

４　証票金額
１枚　200円

５　証票型式
開封式

６　発売期間
令和元（2019）年10月23日（水）から同年11月５日（火）まで

７　抽せん期日
令和元（2019）年11月８日（金）

８　当せん金品の支払又は交付の開始期日
令和元（2019）年11月13日（水）

９　当せん金品の金額又は種類及び当せんの数
等 級 当せん金 当せん本数
１ 等 3,000万円 ２本
１等の前後賞 1,000万円 ４本
１等の組違い賞 10万円 198本
２ 等 30万円 100本
３ 等 10万円 1,000本
４ 等 1,000円 100,000本
５ 等 200円 1,000,000本
特別賞（仮称） ２万円 20,000本

計   1,121,304本
10　その他
⑴　発売者若しくは受託銀行等から直接に購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれら
の者の相続人その他の一般承継人以外の者は、当せん金品を受領することができない。
⑵　証票は、転売することができない。

（財政課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第85号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項に規定する指定障害児通所支援事業者を指定し
たので、同法第21条の５の25の規定により次のとおり公示する。
　　令和元（2019）年６月11日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
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事業所番号

事 業 所 事 業 者
指 定 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主たる事務所

の 所 在 地

0950400119 SUN-Sano 佐野市植上町
1419-１

医療法人岡田こ
どもクリニック

佐野市植上町
1408-２

令 和 元
（2019）年
６月１日

保育所等訪
問支援

0950400267 シュシュ 佐野市高萩町
638-１

特定非営利活動
法人シュシュ

佐野市高萩町
638-１

令 和 元
（2019）年
６月１日

児童発達支
援
放課後等デ
イサービス

0950800235 放課後等デイ
サービス　ス
テップアップ

小山市犬塚
１-５-４

株式会社星幸 小山市出井
1764-25

令 和 元
（2019）年
６月１日

放課後等デ
イサービス

0951300177 ハタラボ那須塩
原校

那須塩原市石
林317-67

株式会社ミライ
ズ

那須塩原市睦
105-110

令 和 元
（2019）年
６月１日

放課後等デ
イサービス

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第86号
　児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の20第４項の規定により指定障害児通所支援事業者から指
定通所支援の事業の廃止の届出があったので、同法第21条の５の25の規定により次のとおり公示する。
　　令和元（2019）年６月11日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

事業所番号
事 業 所 事 業 者

廃 止 の
年 月 日

サ ー ビ ス
の 種 類名 称 所 在 地 名 称 主たる事務所

の 所 在 地

0950400077 シュシュ 佐野市高萩町
638-１

特定非営利活動
法人シュシュ

佐野市高萩町
638-１

令 和 元
（2019）年
５月31日

児童発達支
援

（障害福祉課）　
───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第87号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和元（2019）年６月11日から同年７月10日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和元（2019）年６月11日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　
道路の種類　県道
路　線　名　主要地方道　矢板那須線
道路の区域

整理番号 変更前
後の別 区 間 敷地の幅員

（メートル）
延 長
（メートル） 備 考

29
前 矢板市片岡字街道端1906から

矢板市片岡字冨士山1897-３まで 12.6 ～ 13.4 118.8
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後
矢板市片岡字街道端1906から
矢板市片岡字冨士山1897-３まで

13.1 ～ 15.0 118.8

───────────────────────────────────────────────
栃木県告示第88号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を開始する。
　その関係図面は、栃木県県土整備部道路保全課において、令和元（2019）年６月11日から同年７月10日まで
一般の縦覧に供する。
　　令和元（2019）年６月11日

栃木県知事　　福　　田　　富　　一　　

整理番号 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日

40 一 般 県 道
佐久山喜連川線

さくら市南和田字源左衛門久保279-１から
さくら市南和田字柴山トヤ269-１まで

令和元（2019）年
６月11日

50 主 要 地 方 道
藤 岡 乙 女 線

栃木市藤岡町赤麻字北ノ久保1002-６から
栃木市藤岡町赤麻字北ノ久保1011-１まで

令和元（2019）年
６月11日

81 一 般 県 道
上 久 我 栃 木 線

栃木市西方町本郷1515-１から
栃木市西方町本郷1125まで

令和元（2019）年
６月11日

（道路保全課）　
───────────────────────────────────────────────

人 事 委 員 会

栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 一 号

　 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 令 和 元 年 六 月 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 　 　 五 　 　 家 　 　 　 　 　 正 　 　

　 　 　 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 　 　 正 　 　 後 改 　 　 正 　 　 前

（ 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 ）

第 七 条 　 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 は 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 作 業 又 は 業 務 に 従 事 す る 者 に 支 給 す る も の と

し 、 そ の 手 当 の 額 は 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 〜 十 二 　 略

十 三 　 護 衛 等 業 務

イ 　 天 皇 又 は 皇 后 、 上 皇 、 上 皇 后 、 皇 太 子 、 皇

太 子 妃 、 皇 嗣 、 皇 嗣 妃 若 し く は 悠 仁 親 王 の 身

辺 の 警 衛 業 務

一 日 に つ き 　 千 百 五 十 円

ロ 　 略

十 四 〜 二 十 三 　 略

（ 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 ）

第 七 条 　 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 は 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 作 業 又 は 業 務 に 従 事 す る 者 に 支 給 す る も の と

し 、 そ の 手 当 の 額 は 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 〜 十 二 　 略

十 三 　 護 衛 等 業 務

イ 　 天 皇 又 は 皇 后 　 　 　 　 　 　 　 、 皇 太 子 、 皇

太 子 妃 、 文 仁 親 王 　 　 若 し く は 悠 仁 親 王 の 身

辺 の 警 衛 業 務

一 日 に つ き 　 千 百 五 十 円

ロ 　 略

十 四 〜 二 十 三 　 略

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 令 和 元 年 五

月 一 日 か ら 適 用 す る 。 　

│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
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発 行 人　　栃　　　木　　　県 〒320-8501 宇都宮市塙田１丁目１番20号　販売価格１か月3,110円
印 刷 所　　株式会社松井ピ・テ・オ・印刷 〒321-0904 宇都宮市陽東５丁目９番21号　（消費税、地方消費税及び送料を含む。）

───────────────────────────────────────────────
栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 一 号

　 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

　 　 令 和 元 年 六 月 十 一 日

栃 木 県 人 事 委 員 会 委 員 長 　 　 五 　 　 家 　 　 　 　 　 正 　 　

　 　 　 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

　 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 （ 昭 和 二 十 七 年 栃 木 県 人 事 委 員 会 規 則 第 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う

に 改 正 す る 。

　 次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。

改 　 　 正 　 　 後 改 　 　 正 　 　 前

（ 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 ）

第 七 条 　 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 は 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 作 業 又 は 業 務 に 従 事 す る 者 に 支 給 す る も の と

し 、 そ の 手 当 の 額 は 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 〜 十 二 　 略

十 三 　 護 衛 等 業 務

イ 　 天 皇 又 は 皇 后 、 上 皇 、 上 皇 后 、 皇 太 子 、 皇

太 子 妃 、 皇 嗣 、 皇 嗣 妃 若 し く は 悠 仁 親 王 の 身

辺 の 警 衛 業 務

一 日 に つ き 　 千 百 五 十 円

ロ 　 略

十 四 〜 二 十 三 　 略

（ 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 ）

第 七 条 　 警 察 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 は 、 次 の 各 号 に 掲

げ る 作 業 又 は 業 務 に 従 事 す る 者 に 支 給 す る も の と

し 、 そ の 手 当 の 額 は 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。

一 〜 十 二 　 略

十 三 　 護 衛 等 業 務

イ 　 天 皇 又 は 皇 后 　 　 　 　 　 　 　 、 皇 太 子 、 皇

太 子 妃 、 文 仁 親 王 　 　 若 し く は 悠 仁 親 王 の 身

辺 の 警 衛 業 務

一 日 に つ き 　 千 百 五 十 円

ロ 　 略

十 四 〜 二 十 三 　 略

　 　 　 附 　 則

　 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 し 、 改 正 後 の 職 員 の 特 殊 勤 務 手 当 の 支 給 に 関 す る 規 則 の 規 定 は 、 令 和 元 年 五

月 一 日 か ら 適 用 す る 。 　
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